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特記仕様書

１ 一般事項

（１）本委託は、特殊設備の機能を維持するため、点検整備を実施するものである。

（２）本特記仕様書に記載のない事項については、「建築保全業務共通仕様書（国土交通

省大臣官房官庁営繕部監修（令和５年版））」（以下「共通仕様書」という。）を適

用する。

２ 委託期間

契約日から令和８年３月３１日まで

３ 委託場所

秋田県林業研究研修センター 秋田県秋田市河辺戸島字井戸尻台４７－２

４ 委託内容

（１）対象設備及び点検内容

対象設備は別紙「点検機器一覧表」のとおり、点検内容は別紙「点検調整内容

一覧表」のとおりとし、詳細な点検内容については、共通仕様書による。

（２） 保守点検

受託者は、別紙「点検機器一覧表」の機器について、技術職員を派遣し点検１回

を行うものとする。

屋外貯油タンクの水抜き作業を１回行うものとする。

（３） 緊急保守

機器に不意の障害が発生した場合、受託者は委託者の要請によりその都度、技術

職員を派遣し、機器の緊急保守を行うものとする。

（３）費用負担

保守点検に伴う消耗品費に関しては、受託者が負担するものとする。

保守点検及び緊急保守により、設備の修理が必要と判明した場合、その部品費及

び修理費に関しては、受託者と委託者が協議のうえ、別途対応するものとする。

５ 提出書類

保守点検報告書は、共通仕様書による。

また、受託者はすべての委託業務が終了した後、委託者に対し完了届を提出しな

ければならない。














